
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

祖

川

康

子

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
規
則
四
―
九
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
二
十
二
条
の
三
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
号
中
「
第
二
十
二
条
第
二
項
」
を
「
二
十
二
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

会
計
年
度
任
用
の
職

第
六
十
七
条
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

会
計
年
度
任
用
の
職

第
六
十
七
条
第
二
項
中
「
に
つ
い
て
」
の
下
に
「
当
該
任
用
期
間
の
最
初
の
日
の
属
す
る
年
度
終
了
後

、
」
を
加
え
る
。

第
七
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
す
る
第
一
項
及
び
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
中
「
六

月
間
」
と
あ
る
の
は
「
一
月
間
」
と
、
「
九
十
日
」
と
あ
る
の
は
「
十
五
日
」
と
、
前
二
項
中
「
一
年

」
と
あ
る
の
は
「
職
員
の
任
期
が
満
了
す
る
日
」
と
す
る
。

第
七
十
二
条
中
「
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
」
を
「
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
に
欠
員
を
生
じ
た
場
合

に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
と
き
」
に
改
め
る
。

様
式
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第６号（第６７条関係）

第 号

年 月 日

徳島県人事委員会委員長 殿

印

選 考 実 施 報 告 書

人事委員会規則４－９に基づき，次のとおり選考を実施したので報告します。

１ 採用年度

２ 採用者の職，人数

採用者の職 人数



附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


